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(57)【要約】
【課題】配達先が不在であって、後に再配達を行う必要
がある場合に、配達効率を向上できるナビゲーション装
置およびサーバを提供する。
【解決手段】車両が経由地である配達先に到達しても、
表示モニタ１４に表示される不在ボタン１６２が押圧さ
れると、当該配達先に関する情報をメモリ１０２から削
除せずに保持するように構成した。そして、メモリ１０
２に格納されている当該配達先に関する情報を適宜呼び
出して、当該配達先を再び経由地として設定して、推奨
経路を再演算するように構成した。これにより、ドライ
バの操作を簡略化して、当該配達先を再び経由地として
容易に推奨経路を再演算できるので、カーナビゲーショ
ン装置１の操作性が向上する。また、ドライバの勘と経
験に頼らずに効率的に配達できる経路を推奨経路として
提示できるので、配達効率を向上できる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出発地から経由地を経由して目的地に至る推奨経路に沿って、経路誘導を行うナビゲー
ション装置において、
　経由地への到達後に、当該経由地に再び戻ってくる必要があるか否かを入力する再経由
要否入力手段と、
　再び戻ってくる必要があると前記再経由要否入力手段で入力された経由地（要再経由経
由地）についての情報を記憶する経由地情報記憶手段と、
　前記経由地情報記憶手段で記憶された前記要再経由経由地についての情報を呼び出して
、前記情報を呼び出した前記要再経由経由地を再度経由地として設定して推奨経路を再度
演算する推奨経路再演算手段とを備えることを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のナビゲーション装置において、
　外部からの無線信号を受信する無線信号受信手段をさらに備え、
　前記推奨経路再演算手段は、前記経由地情報記憶手段で情報が記憶されている前記要再
経由経由地のいずれかを再度経由地として設定するように外部から指示する信号を前記無
線信号受信手段で受信すると、前記経由地情報記憶手段で情報が記憶されている前記要再
経由経由地のうち、前記無線信号受信手段で受信した信号に係る前記要再経由経由地を再
度経由地として設定して推奨経路を再度演算することを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項３】
　請求項１に記載のナビゲーション装置において、
　前記経由地情報記憶手段は、前記要再経由経由地に関連づけられた電話番号を記憶し、
　外部の携帯電話通信網に接続可能な携帯通信端末をさらに備え、
　前記推奨経路再演算手段は、前記携帯通信端末に着呼があると、当該着呼に係る発呼側
の電話番号を前記携帯通信端末から読み込んで、前記読み込んだ電話番号に関連づけられ
た前記要再経由経由地についての情報を前記経由地情報記憶手段から呼び出して、前記情
報を呼び出した前記要再経由経由地を再度経由地として設定して推奨経路を再度演算する
ことを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項４】
　請求項１に記載のナビゲーション装置において、
　前記経由地情報記憶手段で情報が記憶されている前記要再経由経由地のいずれかを再度
経由地として設定するための指示を入力する経由地再設定指示入力手段をさらに備え、
　前記推奨経路再演算手段は、前記経由地情報記憶手段で情報が記憶されている前記要再
経由経由地のいずれかを再度経由地として設定するように前記経由地再設定指示入力手段
で指示が入力されると、前記経由地情報記憶手段で情報が記憶されている前記要再経由経
由地のうち、前記経由地再設定指示入力手段で入力された指示に係る前記要再経由経由地
を再度経由地として設定して推奨経路を再度演算することを特徴とするナビゲーション装
置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載のナビゲーション装置において、
　前記経由地は、荷物の届け先であり、
　前記要再経由経由地は、荷物の再配達を要する届け先であり、
　前記荷物の再配達を要する届け先に係る荷物の配達日が変更されたか否かを検出する配
達日変更検出手段をさらに備え、
　前記経由地情報記憶手段は、前記荷物の再配達を要する届け先に係る荷物の配達日が変
更されたことを前記配達日変更検出手段で検出すると、荷物の配達日が変更された届け先
についての情報を消去することを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項６】
　出発地から経由地を経由して目的地に至る推奨経路を算出して、算出した推奨経路の情
報をナビゲーション端末装置に送信するサーバにおいて、
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　すでに到達した経由地に再び戻る必要がある旨の情報を前記ナビゲーション端末装置か
ら受信すると、受信した情報に係る経由地（要再経由経由地）についての情報を記憶する
経由地情報記憶手段と、
　前記経由地情報記憶手段で記憶された前記要再経由経由地についての情報を呼び出して
、前記情報を呼び出した前記要再経由経由地を再度経由地として設定して推奨経路を再度
演算する推奨経路再演算手段とを備えることを特徴とするサーバ。
【請求項７】
　出発地から経由地を経由して目的地に至る推奨経路に沿って、経路誘導を行うナビゲー
ション装置において、
　経由地への到達後に、当該経由地に関連づけられた電話番号を少なくとも含む当該経由
地（既到着経由地）についての情報を保持する保持手段と、
　外部の携帯電話通信網に接続可能な携帯通信端末と、
　前記携帯通信端末に着呼があると、当該着呼に係る発呼側の電話番号を前記携帯通信端
末から読み込んで、前記読み込んだ電話番号に関連づけられた前記既到着経由地について
の情報を前記保持手段から呼び出して、前記情報を呼び出した既到着経由地を再度経由地
として設定して推奨経路を再度演算する推奨経路再演算手段とを備えることを特徴とする
ナビゲーション装置。
【請求項８】
　出発地から経由地を経由して目的地に至る推奨経路に沿って、経路誘導を行うナビゲー
ション装置において、
　経由地への到達後に、当該経由地に関連づけられた電話番号を少なくとも含む当該経由
地（既到着経由地）についての情報を保持する保持手段と、
　外部の携帯電話通信網に接続可能な携帯通信端末と、
　前記携帯通信端末に着呼があると、当該着呼に係る発呼側の電話番号を前記携帯通信端
末から読み込んで、前記読み込んだ電話番号に関連づけられた前記既到着経由地について
の情報を前記保持手段から呼び出して、前記情報を呼び出した既到着経由地を再度経由地
として設定するか否かを問い合わせる問い合わせ手段と、
　前記問い合わせ手段で再度経由地として設定するか否かを問い合わせた既到着経由地を
再度経由地として設定するか否かを入力する再設定要否入力手段と、
　前記問い合わせ手段で再度経由地として設定するか否かを問い合わせた既到着経由地を
再度経由地として設定すると前記再設定要否入力手段で入力されると、当該既到着経由地
を再度経由地として設定して推奨経路を再度演算する推奨経路再演算手段とを備えること
を特徴とするナビゲーション装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、出発地から経由地を経由して目的地に至る推奨経路を演算するナビゲーショ
ン装置およびサーバに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、出発地から経由地および目的地までの推奨経路を演算して、演算された推奨経路
に基づいて経路誘導を行う、いわゆるカーナビゲーション装置が知られている。この従来
のカーナビゲーション装置では、推奨経路演算のための経由地や目的地を、過去の入力履
歴を参照して設定できる（非特許文献１参照）。
【０００３】
【非特許文献１】特許庁　標準技術集　「カーナビゲーション装置のユーザーインターフ
ェイス」主分類２－Ａ－５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　従来のカーナビゲーション装置では、経由地として設定されたある地点を通過した後、
再びその地点を経由するように推奨経路を演算し直すためには、再度その地点を経由地と
して設定し直す必要があり、そのための操作が煩わしい。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
（１）　請求項１の発明によるナビゲーション装置は、出発地から経由地を経由して目的
地に至る推奨経路に沿って、経路誘導を行うナビゲーション装置において、経由地への到
達後に、当該経由地に再び戻ってくる必要があるか否かを入力する再経由要否入力手段と
、再び戻ってくる必要があると再経由要否入力手段で入力された経由地（要再経由経由地
）についての情報を記憶する経由地情報記憶手段と、経由地情報記憶手段で記憶された要
再経由経由地についての情報を呼び出して、情報を呼び出した要再経由経由地を再度経由
地として設定して推奨経路を再度演算する推奨経路再演算手段とを備えることを特徴とす
る。
（２）　請求項６の発明によるサーバは、出発地から経由地を経由して目的地に至る推奨
経路を算出して、算出した推奨経路の情報をナビゲーション端末装置に送信するサーバに
おいて、すでに到達した経由地に再び戻る必要がある旨の情報をナビゲーション端末装置
から受信すると、受信した情報に係る経由地（要再経由経由地）についての情報を記憶す
る経由地情報記憶手段と、経由地情報記憶手段で記憶された要再経由経由地についての情
報を呼び出して、情報を呼び出した要再経由経由地を再度経由地として設定して推奨経路
を再度演算する推奨経路再演算手段とを備えることを特徴とする。
（３）　請求項７の発明によるナビゲーション装置は、出発地から経由地を経由して目的
地に至る推奨経路に沿って、経路誘導を行うナビゲーション装置において、経由地への到
達後に、当該経由地に関連づけられた電話番号を少なくとも含む当該経由地（既到着経由
地）についての情報を保持する保持手段と、外部の携帯電話通信網に接続可能な携帯通信
端末と、携帯通信端末に着呼があると、当該着呼に係る発呼側の電話番号を携帯通信端末
から読み込んで、読み込んだ電話番号に関連づけられた前記既到着経由地についての情報
を保持手段から呼び出して、情報を呼び出した既到着経由地を再度経由地として設定して
推奨経路を再度演算する推奨経路再演算手段とを備えることを特徴とする。
（４）　請求項８の発明によるナビゲーション装置は、出発地から経由地を経由して目的
地に至る推奨経路に沿って、経路誘導を行うナビゲーション装置において、経由地への到
達後に、当該経由地に関連づけられた電話番号を少なくとも含む当該経由地（既到着経由
地）についての情報を保持する保持手段と、外部の携帯電話通信網に接続可能な携帯通信
端末と、携帯通信端末に着呼があると、当該着呼に係る発呼側の電話番号を携帯通信端末
から読み込んで、読み込んだ電話番号に関連づけられた既到着経由地についての情報を保
持手段から呼び出して、情報を呼び出した既到着経由地を再度経由地として設定するか否
かを問い合わせる問い合わせ手段と、問い合わせ手段で再度経由地として設定するか否か
を問い合わせた既到着経由地を再度経由地として設定するか否かを入力する再設定要否入
力手段と、問い合わせ手段で再度経由地として設定するか否かを問い合わせた既到着経由
地を再度経由地として設定すると再設定要否入力手段で入力されると、当該既到着経由地
を再度経由地として設定して推奨経路を再度演算する推奨経路再演算手段とを備えること
を特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、容易に経由地を再設定できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　図１～１６を参照して、宅配業者が荷物の配送（配達）に使用する車両に搭載するカー
ナビゲーション装置に本発明を適用した一実施の形態を説明する。図１は、本実施の形態
のカーナビゲーション装置の全体構成を示す図である。カーナビゲーション装置１は、上
記車両に搭載されて、いわゆるナビゲーションあるいは道路案内などを行う装置である。
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以下の説明では、カーナビゲーション装置１を搭載する車両を、単に車両、または配達車
両と呼ぶ。カーナビゲーション装置１は、車両位置周辺の道路地図を表示する機能、出発
地から目的地までの推奨経路を演算する機能、演算された推奨経路に基づいて経路誘導を
行う機能など、車両の走行に関する情報を提示する機能を兼ね備えている。
【０００８】
　図１において、１１は車両の現在地を検出する現在地検出装置であり、たとえば車両の
進行方位の変化量を検出するジャイロセンサ１１ａ、ＧＰＳ（Global Positioning Syste
m）衛星からのＧＰＳ信号を検出するＧＰＳセンサ１１ｃ、車速を検出する車速センサ１
１ｄ等から成る。
【０００９】
　１００は制御装置であり、ＣＰＵ１０１およびその周辺回路から成る。ＣＰＵ１０１お
よびその周辺回路は互いにバスで接続されている。周辺回路は、メモリ１０２、パラレル
Ｉ／Ｏ１０３、Ａ／Ｄ変換器１０４、シリアルＩ／Ｏ１０５、カウンタ１０６、グラフィ
ックコントローラ１０７、画像メモリ１０８、地図記憶装置１０９、インターフェース（
Ｉ／Ｆ）１１０ａ，１１０ｂ、音声出力回路１１１、時計回路１１２等から成る。１４は
車室内の乗員が視認可能な位置に配設されて、地図や各種情報を表示する表示モニタであ
る。
【００１０】
　１５は乗員が車両の目的地等の入力など、各種操作入力を行うためのスイッチである。
スイッチ１５は、表示モニタ１４の画面上に設けられたタッチパネルスイッチや、カーソ
ルの移動や画面のスクロールを指示するジョイスティックなどを含む。スイッチ１５は、
リモコンスイッチであってもよく、表示画面周辺に設けられたスイッチであってもよい。
１６は、音声出力回路１１１から出力される音声信号を音声として出力するスピーカであ
る。
【００１１】
　制御装置１００のメモリ１０２は、制御プログラムを格納するＲＯＭ、作業エリアのＲ
ＡＭ、および、各種設定値などを記憶する不揮発メモリを含むメモリである。ＣＰＵ１０
１は、メモリ１０２にアクセスして制御プログラムを実行し、各種の制御を行う。パラレ
ルＩ／Ｏ１０３は、スイッチ１５を構成する個別のスイッチ等が接続されるパラレルＩ／
Ｏポートである。Ａ／Ｄ変換器１０４は、ジャイロセンサ１１ａのアナログ信号をＡ／Ｄ
変換する変換器である。シリアルＩ／Ｏ１０５は、ＧＰＳセンサ１１ｃからのシリアル信
号を受信するシリアルＩ／Ｏポートである。カウンタ１０６は、たとえば車軸の回転に伴
って車速センサ１１ｄから出力されるパルス信号をカウントするカウンタである。
【００１２】
　グラフィックコントローラ１０７は、ＣＰＵ１０１から出力される表示データを、画像
データとして画像メモリ（ビデオＲＡＭ）であるメモリ１０８に格納し、メモリ１０８に
格納された画像データを表示モニタ１４に表示するための制御を行う。ＣＰＵ１０１から
出力される表示データは、各種の文字データや道路地図などの各種の図形データなどから
成る。制御装置１００は、表示モニタ１４の表示制御装置として機能する。
【００１３】
　地図記憶装置１０９は、ナビゲーション処理に使用する道路地図データやＰＯＩ情報（
Point of Interest　観光地や各種施設の情報）など各種の情報を格納する地図記憶装置
であり、ハードディスク装置が用いられている。なお、地図記憶装置１０９は、ハードデ
ィスク装置以外にも、道路地図データが格納されたＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ、その他の記録
媒体、および、その読み出し装置であってもよい。
【００１４】
　なお、道路地図データは、地図に関する情報であり、地図表示用データ、経路探索用デ
ータ、誘導データ（交差点名称・道路名称・方面名称・方向ガイド・施設情報など）など
から成る。地図表示用データは道路や道路地図の背景を表示するためのデータである。経
路探索用データは、道路形状とは直接関係しない分岐情報などから成るデータであり、主
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に推奨経路を演算（経路探索）する際に用いられる。誘導データは、交差点の名称などか
ら成るデータであり、演算された推奨経路に基づき運転者等に推奨経路を誘導する際に用
いられる。
【００１５】
　Ｉ／Ｆ１１０ａは、送受信機２０を接続するためのインターフェースであり、Ｉ／Ｆ１
１０ｂは、ハンズフリーセット２３を介して携帯電話機２４を接続するためのインターフ
ェースである。時計回路１１２は、現在の時刻および日付に関する情報を出力する。
【００１６】
　送受信機２０は、後述する集荷センタのサーバ３０と無線にて情報を送受信するための
装置であり、アンテナ２１を備えている。ハンズフリーセット２３は、接続された携帯電
話機２４をハンズフリーの状態で使用可能にするための装置である。携帯電話機２４は、
アンテナ２５を備え、電話通信網との間で無線にて通信を行う。携帯電話機２４の代わり
に、電話通信網との間で無線にて通信可能な機器を用いてもよい。なお、この場合には、
音声通話が可能な機器であることが望ましい。
【００１７】
　集荷センタは、配達車両や配達車両で配達する荷物の管理などを行うところであり、サ
ーバ３０を備えている。サーバ３０には、たとえばキーボードやマウスなど、集荷センタ
のオペレータが荷物の情報などをサーバに入力するための入力装置３１と、表示モニタ３
２と、送受信機３３と、電話機３５と、記憶装置３６とが不図示のインターフェース等を
介して接続されている。送受信機３３は、カーナビゲーション装置１と無線にて情報を送
受信するための装置であり、アンテナ３４を備えている。電話機３５は、電話通信網に接
続されており、集荷依頼や荷物の再配達など、顧客からの電話を受けることができる。ま
た、電話機３５は、着呼があると、当該着呼に係る発呼側の電話番号の情報をサーバ３０
に送信する。記憶装置３６は、集荷センタを経由する荷物に関する情報などを格納する装
置である。
【００１８】
　このように構成されるカーナビゲーション装置１は、現在地検出装置１１により取得し
た情報および地図記憶装置１０９に格納されている道路地図データに基づき各種のナビゲ
ーションを行う。たとえば、制御装置１００のＣＰＵ１０１は、車両の現在位置近辺の道
路地図および車両の現在位置を表示モニタ１４に表示し、経路探索によって得られた経路
（推奨経路）に沿ってドライバを誘導するように各部を制御する。特に、カーナビゲーシ
ョン装置１では、荷物の配達に際して、あらかじめ、荷物の届け先（配達先）を経由地と
して設定し、併せて配達先への配達時間帯を設定し、集荷センタを目的地として設定して
、推奨経路を演算させることで、荷物の配達先への配達時間帯にその配達先へ到着できる
ように、効率的な推奨経路が算出される。
【００１９】
　荷物の配達先を経由地とした推奨経路に沿って経路誘導が行われているときに、荷物の
配達先が不在等で荷物を配達できないことがある。その後、その配達先の住人等から連絡
があって、その配達先に再び戻る必要が生じることになっても、従来のカーナビゲーショ
ン装置では、その配達先を経由地として推奨経路を演算し直すためには、再度、その配達
先を経由地として設定し直す必要があり、その設定操作が煩わしい。また、従来のカーナ
ビゲーション装置では、その設定操作が煩わしいために、その配達先を経由地として設定
し直すことなく、ドライバの勘と経験によって走行ルートを決定することもあった。配達
の途中で再配達の連絡を受けると、配達効率が低下するという問題もあった。
【００２０】
　そこで、本実施の形態のカーナビゲーション装置１では、経由地である荷物の配達先が
不在等で荷物を配達できない場合には、簡単な操作で、その配達先（経由地）の情報を記
憶できるように構成した。また、その配達先から連絡があって、その配達先に再び戻る必
要が生じた際には、簡単な操作で、その配達先を再度経由地として設定して推奨経路を再
演算できるように構成した。さらに、荷物の配達中に集荷の依頼があった場合には、簡単
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な操作で、集荷のために向かう場所を経由地として設定して推奨経路を再演算できるよう
に構成した。以下、詳述する。
【００２１】
　本実施の形態のカーナビゲーション装置１では、推奨経路の演算や、経由地の再設定、
経由地再設定後の推奨経路の再演算などを以下のような処理によって行う。図２は、経路
誘導中の経由地再設定処理の動作を主に示したフローチャートである。車両の不図示のイ
グニッションキーによりアクセサリーＯＮ（ＡＣＣ　ＯＮ）になると、カーナビゲーショ
ン装置１の電源が入り、図２に示す処理を行うプログラムが起動されてＣＰＵ１０１で実
行される。
【００２２】
　ＣＰＵ１０１は、ジャイロセンサ１１ａおよび車速センサ１１ｄからのデータなど、現
在地検出装置１１からの情報を読み込み（ステップＳ１）、読み込んだデータに基づいて
車両の現在位置を算出する（ステップＳ３）。そして、算出した車両の現在位置を周辺の
道路地図とともに表示モニタ１４に重畳的に表示させる（ステップＳ５）。
【００２３】
　経由地や目的地の入力画面（不図示）から経由地や目的地に関する情報が入力されると
（ステップＳ７肯定判断）、ＣＰＵ１０１は、入力された経由地、目的地の情報をメモリ
１０２に格納するとともに、経由地や目的地に関する情報に基づいて、推奨経路を算出す
る（ステップＳ９）。なお、本実施の形態のカーナビゲーション装置１では、上述したよ
うに、荷物の配達に際して、あらかじめ、荷物の配達先に関する情報が入力されて荷物の
配達先が経由地として設定され、集荷センタが目的地として設定される。なお、集荷先に
ついても同様に、集荷先に関する情報が入力されて集荷先が経由地として設定される。
【００２４】
　ここで、荷物の配達先に関する情報として、たとえば、配達先の住所、電話番号、荷物
に付された固有の番号（たとえば、荷物引き受け時の伝票の番号）、配達すべき時刻（ま
たは時間帯）などが入力される。また、集荷先に関する情報として、たとえば、集荷先の
住所、電話番号、集荷すべき時刻（または時間帯）などが入力される。この経由地、目的
地の設定は、配達車両が集荷センタを出発する前に、集荷センタで行われる。なお、この
設定については、たとえば、配達車両のドライバがそれぞれの情報を入力して設定しても
良く、たとえば、送受信機２０，３３を介して無線にて集荷センタのサーバ３０に接続さ
れた記憶装置３６から取得するようにしてもよい。ＣＰＵ１０１は、上述のように推奨経
路を演算すると、車両の現在位置近辺の道路地図および車両の現在位置とともに算出した
推奨経路を表示モニタ１４に表示して、経路誘導を開始するよう各部を制御する（ステッ
プＳ１１）。
【００２５】
　配達車両が経由地に到着すると（ステップＳ１２肯定判断）、その経由地が配達先であ
れば（ステップＳ１３肯定判断）、ＣＰＵ１０１は、図３に示すような画面（配達先到着
時表示画面）１４１を表示モニタ１４に表示させる（ステップＳ１５）。配達先到着時表
示画面１４１には、たとえば、現在位置の周辺地図の表示画面１４１ａと、到着した配達
先や荷物に関する情報の画面表示１４１ｂとが表示される。また、配達先到着時表示画面
１４１には、配達完了ボタン１６１と、不在ボタン１６２と、時計回路１１２から読み込
まれた現在の時刻の表示（現在時刻表示）１６３とが表示される。現在位置の周辺地図の
表示画面１４１ａには、たとえば、配達車両の現在位置の周辺の道路の地図が表示される
他、推奨経路１５１が他の道路と区別がつくような表示形態（たとえば色を変える、太さ
を変える等）で表示される。また、この表示画面１４１ａには、表示された地図上で配達
車両の現在位置に相当する位置に配達車両を示すカーマーク１５２が表示され、配達先の
建物１５３が他の建物１５４と区別がつくような表示形態（たとえば色を変える、強調表
示する、旗などの印をつける等）で表示される。
【００２６】
　到着した配達先や荷物に関する情報の画面表示１４１ｂでは、たとえば、メモリ１０２
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に格納されている、荷物の配達先に関する情報が表示される。配達完了ボタン１６１は、
荷物の配達先に荷物を届けることができたときにドライバが押圧するための表示ボタンで
あり、不在ボタン１６２は、不在等で荷物の配達先に荷物を届けることができなかったと
きにドライバが押圧するための表示ボタンである。ドライバは、配達先に行った後、荷物
の配達先に荷物を届けることができたのであれば、表示モニタ１４に表示された配達完了
ボタン１６１を押圧する。逆に、ドライバは、配達先に行った後、荷物の配達先に荷物を
届けることができなかったのであれば、表示モニタ１４に表示された不在ボタン１６２を
押圧する。
【００２７】
　配達完了ボタン１６１が押圧されると（ステップＳ１７肯定判断）、表示モニタ１４に
現在表示している配達先到着時表示画面１４１に係る配達先についての、配達先に関する
情報をメモリ１０２から削除する（ステップＳ１９）。すなわち、荷物の配達が完了すれ
ば、再配達のために再び当該配達先に戻ってくる必要がなく、推奨経路の再演算時に経由
地として再度設定する必要もないので、当該配達先に関する情報をメモリ１０２から削除
する。また、不在ボタン１６２が押圧されると（ステップＳ１７否定判断、ステップＳ２
１肯定判断）、表示モニタ１４に現在表示している配達先到着時表示画面１４１に係る配
達先についての、配達先に関する情報をメモリ１０２から削除せずに保持する（ステップ
Ｓ２３）。すなわち、荷物の配達が完了しなければ、再配達のために再び当該配達先に戻
ってくる必要があり、推奨経路の再演算時に経由地として再度設定する必要があるので、
当該配達先に関する情報をメモリ１０２から削除せずに保持する。このように、本実施の
形態のカーナビゲーション装置１では、当該配達先を再び戻ってくる必要がある経由地（
要再経由経由地）であるとして、当該配達先に関する情報をメモリ１０２から削除せずに
保持する。
【００２８】
　配達完了ボタン１６１、または不在ボタン１６２が押圧されると、ＣＰＵ１０１は、上
述のように当該配達先に関する情報をメモリ１０２から削除または保持する処理を行った
後、経路誘導を再開するよう各部を制御する（ステップＳ２５）。
【００２９】
　なお、到着した経由地が集荷先である場合（ステップＳ１３否定判断）、ＣＰＵ１０１
は、図４に示すような画面（集荷先到着時表示画面）１４２を表示モニタ１４に表示させ
る（ステップＳ１４）。集荷先到着時表示画面１４２には、たとえば、現在位置の周辺地
図の表示画面１４２ａと、到着した集荷先に関する情報の画面表示１４２ｂとが表示され
る。また、集荷先到着時表示画面１４２には、現在時刻表示１６３が表示される。現在位
置の周辺地図の表示画面１４２ａには、上述した図３の表示画面１４１ａと同様に、たと
えば、配達車両の現在位置の周辺の道路の地図、推奨経路１５１、カーマーク１５２が表
示され、集荷先の建物１５５が他の建物１５４と区別がつくような表示形態で表示される
。
【００３０】
　到着した集荷先に関する情報の画面表示１４２ｂでは、たとえば、メモリ１０２に格納
されている、集荷先に関する情報が表示される。ＣＰＵ１０１は集荷先を離れたことを検
出すると、すなわち、車両が移動を開始したことを検出すると（ステップＳ１６肯定判断
）、経路誘導を再開するよう各部を制御する（ステップＳ２５）。
【００３１】
　経路誘導が再開され、次の配達先に配達車両が到着すると、ＣＰＵ１０１は、再び上述
のように配達先到着時表示画面１４１を表示モニタ１４に表示させる（ステップＳ２７否
定判断、ステップＳ３５否定判断、ステップＳ３７否定判断、ステップＳ２９否定判断、
ステップＳ１３肯定判断）。
【００３２】
　途中で、カーナビゲーション装置１に接続された携帯電話機２４に着呼があると（ステ
ップＳ２７肯定判断）、ＣＰＵ１０１は経由地再設定処理（ステップＳ４０）を行う。こ
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の経由地再設定処理については、後述する。また、送受信機２０を介して集荷センタのサ
ーバ３０から再配達に関する情報を受信すると（ステップＳ２７否定判断、ステップＳ３
５肯定判断）、ＣＰＵ１０１は経由地再設定処理（ステップＳ６０）を行う。この経由地
再設定処理については、後述する。送受信機２０を介して集荷センタのサーバ３０から集
荷依頼に関する情報を受信すると（ステップＳ２７否定判断、ステップＳ３５否定判断、
ステップＳ３７肯定判断）、ＣＰＵ１０１は経由地再設定処理（ステップＳ８０）を行う
。この経由地再設定処理については、後述する。
【００３３】
　全ての荷物の配達や集荷が終了すると（ステップＳ２９肯定判断）、集荷センタへの帰
路を案内する（ステップＳ３１）。車両が集荷センタに到着すると、すなわち、現在地検
出装置１１から読み込んだデータに基づいて算出した車両の現在位置が集荷センタの近傍
または集荷センタの敷地内にあると判断されると（ステップＳ３３）、本プログラムを終
了する。
【００３４】
－－－ステップＳ４０の経由地再設定処理について－－－
　図５は、図３のステップＳ４０の経由地再設定処理についてのサブルーチンの処理内容
を示すフローチャートである。カーナビゲーション装置１に接続された携帯電話機２４に
着呼があると（図３ステップＳ２７肯定判断）、ＣＰＵ１０１は、当該着呼に係る発呼側
の電話番号の情報を携帯電話機２４から受信する（ステップＳ４１）。そして、ＣＰＵ１
０１は、受信した（読み込んだ）電話番号の情報と一致する、すなわち、電話を掛けてき
た相手の電話番号と一致する、メモリ１０２に格納された配達先の情報があるか否かを判
断する（ステップＳ４２）。ここで、電話を掛けてきた相手の電話番号と一致するか否か
を判断する対象である配達先の情報については、荷物を配達できなかったために上述した
ように保持する処理を行った配達先に係る情報だけであってもよく、メモリ１０２に格納
された全ての配達先に関する情報であってもよい。
【００３５】
　メモリ１０２に格納されている配達先に関する情報に、電話を掛けてきた相手の電話番
号と一致する情報がある場合（ステップＳ４２肯定判断）、ＣＰＵ１０１は、当該配達先
に関する情報をメモリ１０２から読み込んで、図６に示すような、再配達条件の入力画面
（再配達条件入力画面）１４３を表示モニタ１４に表示させるよう各部を制御する（ステ
ップＳ４４）。再配達条件入力画面１４３には、たとえば、現在位置の周辺地図の表示画
面１４３ａと、再配達先に関する情報の画面表示１４３ｂとが表示される。また、再配達
条件入力画面１４３には、入力完了ボタン１６４と、現在時刻表示１６３とが表示される
。
【００３６】
　再配達先に関する情報の画面表示１４３ｂでは、たとえば、伝票番号の入力欄１７１ａ
、再配達先の氏名や名称の入力欄１７１ｂ、再配達先の住所の入力欄１７１ｃ、再配達先
の電話番号の入力欄１７１ｄ、再配達希望日の入力欄１７１ｅ、再配達希望時間帯の入力
欄１７１ｆなどが表示される。ＣＰＵ１０１は、メモリ１０２から読み込んだ、荷物の配
達先に関する情報に基づいて、伝票番号、再配達先の氏名や名称、再配達先住所、再配達
先電話番号（すなわち電話を掛けてきた相手の電話番号）を再配達先に関する情報の画面
表示１４３ｂの各入力欄にあらかじめ表示するように各部を制御する。
【００３７】
　なお、再配達希望日の入力欄１７１ｅ、および再配達希望時間帯の入力欄１７１ｆに関
しては、ドライバが情報を入力するまで空欄のままとするように構成しても良く、メモリ
１０２から読み込んだ、荷物の配達先に関する情報に基づいて、元々の配達希望日および
配達希望日時を表示して、ドライバが適宜配達希望日および配達希望日時を変更できるよ
うにしてもよい。また、メモリ１０２から読み込んだ、荷物の配達先に関する情報に基づ
いて、再配達先の近傍の地図や再配達先の建物も現在位置の周辺地図の表示画面１４３ａ
に表示するようにしてもよい。図６では、再配達希望時間帯の入力欄１７１ｆの内容を変
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更可能な状態となっていることを示すように、再配達希望時間帯の入力欄１７１ｆが強調
されて表示されている状態を示している。
【００３８】
　配達車両のドライバは、安全な場所に配達車両を止めて、ハンズフリーセット２３を利
用して、電話を掛けてきた相手から再配達に必要な情報を聞き出して、スイッチ１５を操
作して再配達に必要な情報を入力する。なお、入力完了ボタン１６４は、再配達に必要な
情報の入力後にドライバが押圧するためのボタンである。再配達に必要な情報の入力後に
ドライバによって入力完了ボタン１６４が押圧されると（ステップＳ４９肯定判断）、Ｃ
ＰＵ１０１は、入力された（すなわち変更された）内容が反映された荷物の配達先に関す
る情報を、送受信機２０を介して集荷センタに送信する（ステップＳ５０）。
【００３９】
　そして、ＣＰＵ１０１は、変更された荷物の配達先に関する情報について、再配達希望
日が当日、すなわち今日であるか否かを判断する（ステップＳ５１）。再配達希望日が今
日であれば（ステップＳ５１肯定判断）、ＣＰＵ１０１は、変更された内容が反映された
荷物の配達先に関する情報で、メモリ１０２に格納されている変更前の荷物の配達先に関
する情報を上書き（更新）する。そしてＣＰＵ１０１は、この再配達先を、変更された後
の配達希望時間帯に到達できるように経由地の１つとして追加した上で、配達車両の現在
位置を出発地とし、目的地を集荷センタとして、推奨経路を再度演算して（ステップＳ５
２ａ）、算出された推奨経路に基づいて経路誘導を再開する（ステップＳ５２ｂ）。なお
、算出された推奨経路に基づいて経路誘導を再開する際に、再配達の設定を行った旨、お
よび、推奨経路が再演算された旨を表示モニタ１４に一定時間表示したり、スピーカ１６
から音声で通知するようにしてもよい。
【００４０】
　再配達希望日が今日（本日）でなければ、すなわち、再配達希望日が変更されれば（ス
テップＳ５１否定判断）、本日に関しては、当該配達先を経由地として設定する必要がな
いので、ＣＰＵ１０１は、当該配達先についての荷物の配達先に関する情報をメモリ１０
２から削除する（ステップＳ５３）。そしてＣＰＵ１０１は、経路誘導を再開する（ステ
ップＳ５２ｂ）。なお、荷物の配達先に関する情報をメモリ１０２から削除した際に、配
達日が変更された旨、および当該荷物の配達先に関する情報を削除した旨を表示モニタ１
４に一定時間表示したり、スピーカ１６から音声で通知するようにしてもよい。
【００４１】
　なお、メモリ１０２に格納されている配達先に関する情報に、電話を掛けてきた相手の
電話番号と一致する情報がない場合（ステップＳ４２否定判断）ＣＰＵ１０１は、図７に
示す、処理内容についてドライバに選択を促す画面（処理内容選択画面）１４４を表示モ
ニタ１４に表示するよう各部を制御する。処理内容選択画面１４４には、たとえば、現在
位置の周辺地図の表示画面１４４ａと、再配達設定ボタン１４４ｂと、集荷先設定ボタン
１４４ｃと、戻るボタン１４４ｄとが表示される。現在時刻表示１６３を表示するように
構成してもよい。このように処理内容選択画面１４４を表示モニタ１４に表示させるのは
、メモリ１０２に格納されている配達先に関する情報に、電話を掛けてきた相手の電話番
号と一致する情報がない場合であっても、不在等で荷物の配達先に荷物を届けることがで
きなかった届け先からの電話である可能性があるからである。例としては、たとえば、メ
モリ１０２に格納されている配達先に関する情報には固定電話の電話番号が格納されてい
たが、相手が携帯電話から電話を掛けてきた場合などが挙げられる。
【００４２】
　再配達設定ボタン１４４ｂは、掛かってきた電話が、荷物の再配達の依頼の電話であっ
た場合にドライバが押圧操作するための表示ボタンである。集荷先設定ボタン１４４ｃは
、掛かってきた電話が、集荷の依頼の電話であった場合にドライバが押圧操作するための
表示ボタンである。戻るボタン１４４ｄは、掛かってきた電話が荷物の再配達や集荷に関
する電話でなかった場合に、表示モニタ１４の表示画面を元の経路誘導状態に戻すために
ドライバが押圧操作するための表示ボタンである。
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【００４３】
　掛かってきた電話が、荷物の再配達の依頼の電話であって、ドライバによって再配達設
定ボタン１４４ｂが押圧されると（ステップＳ４５肯定判断）、ＣＰＵ１０１は、メモリ
１０２に格納された配達先に関する情報を読み込んで、図８に示すように再配達先の候補
の一覧（再配達先候補一覧）１４５を表示モニタ１４に表示するよう各部を制御する（ス
テップＳ４６）。ここで、荷物を配達できなかったために上述したように保持する処理を
行った配達先に係る情報だけを再配達先候補一覧１４５として表示してもよく、メモリ１
０２に格納された全ての配達先に関する情報を再配達先候補一覧１４５として表示しても
よい。なお、図８では、配達先に関する情報のうち、配達先の氏名や名称、住所、電話番
号に関して表示するように記載されているが、図８の記載は説明のための例示である。し
たがって、その他の配達先に関する情報（たとえば、伝票番号や配達希望日時に関する情
報など）の表示を排除するものではなく、図８に記載した全て種類の情報の表示を必須と
するものでもない。
【００４４】
　電話の内容を確認したドライバによって、図８に一覧表示された配達先の中から、任意
の配達先が選択されると（ステップＳ４７肯定判断）、ＣＰＵ１０１は、上述した図６に
示すような再配達条件入力画面１４３を表示モニタ１４に表示させ、選択された配達先に
関する情報をメモリ１０２から読み込んで、再配達条件入力画面１４３に反映させるよう
各部を制御する（ステップＳ４８）。以降の処理は、上述した処理と同じであるので（ス
テップＳ４９～ステップＳ５３）説明を省略する。
【００４５】
　掛かってきた電話が、集荷の依頼の電話であって、ドライバによって集荷先設定ボタン
１４４ｃが押圧されると（ステップＳ４５否定判断、ステップＳ５４肯定判断）、ＣＰＵ
１０１は、図９に示すように、集荷条件を入力する画面（集荷条件入力画面）１４６を表
示モニタ１４に表示するよう各部を制御する（ステップＳ５５）。集荷条件入力画面１４
６には、たとえば、現在位置の周辺地図の表示画面１４６ａと、集荷先に関する情報の画
面表示１４６ｂとが表示される。また、集荷条件入力画面１４６には、入力完了ボタン１
６４と、現在時刻表示１６３とが表示される。
【００４６】
　集荷先に関する情報の画面表示１４６ｂでは、たとえば、集荷先の氏名や名称の入力欄
１７２ｂ、集荷先の住所の入力欄１７２ｃ、集荷先の電話番号の入力欄１７２ｄ、集荷希
望日の入力欄１７２ｅ、集荷希望時間帯の入力欄１７２ｆなどが表示される。なお、携帯
電話機２４から受信した、電話を掛けてきた相手の電話番号の情報に基づいて、地図記憶
装置１０９に格納された情報を検索して、当該電話番号に係る住所や氏名、名称の情報を
読み込んで、各入力欄１７２ｂ～１７２ｄにあらかじめ表示するように構成してもよい。
また、入力された集荷先の情報に基づいて、集荷先の近傍の地図や集荷先の建物も現在位
置の周辺地図の表示画面１４６ａに表示するようにしてもよい。図９では、集荷希望時間
帯の入力欄１７２ｆの内容を変更可能な状態となっていることを示すように、集荷希望時
間帯の入力欄１７２ｆが強調されて表示されている状態を示している。
【００４７】
　配達車両のドライバは、安全な場所に配達車両を止めて、ハンズフリーセット２３を利
用して、電話を掛けてきた相手から集荷に必要な情報を聞き出して、スイッチ１５を操作
して集荷に必要な情報を入力する。集荷に必要な情報の入力後にドライバによって入力完
了ボタン１６４が押圧されると（ステップＳ５６肯定判断）、ＣＰＵ１０１は、入力され
た集荷に関する情報を、送受信機２０を介して集荷センタに送信する（ステップＳ５７）
。
【００４８】
　そして、ＣＰＵ１０１は、入力された集荷に関する情報について、集荷希望日が当日、
すなわち今日であるか否かを判断する（ステップＳ５８）。集荷希望日が今日であれば（
ステップＳ５８肯定判断）、ＣＰＵ１０１は、入力された集荷に関する情報をメモリ１０
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２に格納する。そしてＣＰＵ１０１は、この集荷先を、集荷希望時間帯に到達できるよう
に経由地の１つとして追加した上で、配達車両の現在位置を出発地とし、目的地を集荷セ
ンタとして、推奨経路を再度演算して（ステップＳ５９）、算出された推奨経路に基づい
て経路誘導を再開する（ステップＳ５２ｂ）。
【００４９】
　集荷希望日が今日（本日）でなければ（ステップＳ５８否定判断）、本日に関しては、
当該集荷先を経由地として設定する必要がないので、ＣＰＵ１０１は、当該集荷先につい
ての情報をメモリ１０２に格納することなく、経路誘導を再開する（ステップＳ５２ｂ）
。
【００５０】
　掛かってきた電話が荷物の再配達や集荷に関する電話ではなく、ドライバによって戻る
ボタン１４４ｄが押圧されると（ステップＳ４５否定判断、ステップＳ５４否定判断）、
ＣＰＵ１０１は、経路誘導を再開する（ステップＳ５２ｂ）。
【００５１】
－－－ステップＳ６０の経由地再設定処理について－－－
　図１０は、図２のステップＳ６０の経由地再設定処理についてのサブルーチンの処理内
容を示すフローチャートである。送受信機２０を介して集荷センタのサーバ３０から再配
達に関する情報（再配達更新情報）を受信すると（図２ステップＳ３５肯定判断）、ＣＰ
Ｕ１０１は、受信した再配達更新情報に基づいて、再配達更新情報を受信する前からメモ
リ１０２に格納されている配達先に関する情報を更新する（ステップＳ６１）。具体的に
は、サーバ３０から送信される再配達更新情報には、少なくとも、たとえば伝票番号のよ
うに再配達先に係る荷物を特定するための情報と、再配達の希望時間帯に関する情報（再
配達希望時間帯情報）が含まれる。ＣＰＵ１０１は、再配達更新情報を受信する前からメ
モリ１０２に格納されている配達先に関する情報のうち、再配達更新情報と、たとえば伝
票番号が一致する配達先に関する情報について、配達希望時間帯の情報を、受信した再配
達希望時間帯情報で更新する。
【００５２】
　そしてＣＰＵ１０１は、この配達先を、再配達を希望する時間帯に到達できるように経
由地の１つとして追加した上で、配達車両の現在位置を出発地とし、目的地を集荷センタ
として、推奨経路を再度演算する（ステップＳ６３）。推奨経路を演算すると、ＣＰＵ１
０１は、集荷センタから再配達の情報を受信した旨、および、推奨経路を再演算した旨を
所定時間表示モニタ１４に表示し（ステップＳ６５）、その後、新たな推奨経路に基づい
て経路誘導を再開する（ステップＳ６７）。
【００５３】
－－－ステップＳ８０の経由地再設定処理について－－－
　図１１は、図２のステップＳ８０の経由地再設定処理についてのサブルーチンの処理内
容を示すフローチャートである。送受信機２０を介して集荷センタのサーバ３０から集荷
に関する情報（集荷依頼情報）を受信すると（図２ステップＳ３７肯定判断）、ＣＰＵ１
０１は、受信した集荷依頼情報をメモリ１０２に格納する（ステップＳ８１）。サーバ３
０から送信される集荷依頼情報には、たとえば、集荷先の氏名や名称、集荷先の住所、集
荷先の電話番号、集荷希望時間帯に関する情報（集荷希望時間帯情報）などが含まれる。
【００５４】
　そしてＣＰＵ１０１は、受信した集荷依頼情報に係る集荷先を、集荷を希望する時間帯
に到達できるように経由地の１つとして追加した上で、配達車両の現在位置を出発地とし
、目的地を集荷センタとして、推奨経路を再度演算する（ステップＳ８３）。推奨経路を
演算すると、ＣＰＵ１０１は、集荷センタから集荷依頼の情報を受信した旨、および、推
奨経路を再演算した旨を所定時間表示モニタ１４に表示し（ステップＳ８５）、その後、
新たな推奨経路に基づいて経路誘導を再開する（ステップＳ８７）。
【００５５】
－－－サーバ３０における処理について－－－
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　サーバ３０に接続された記憶装置３６には、上述した荷物の配達先に関する情報や、集
荷先に関する情報が格納されている。サーバ３０では、記憶装置３６に格納されている荷
物の配達先に関する情報や、集荷先に関する情報について、配達希望日時や集荷希望日時
に関して変更が加えられると、変更後の配達希望日時や集荷希望日時に関する情報を再配
達更新情報や集荷依頼情報として、送受信機３３を介して配達車両に送信する。具体的に
は次のようにして再配達更新情報や集荷依頼情報を送信する。
【００５６】
　図１２は、再配達更新情報や集荷依頼情報を送信する処理の動作を主に示したフローチ
ャートである。サーバ３０が起動されると、図１２に示す処理を行うプログラムも起動さ
れて実行される。サーバ３０と接続された電話機３５に着呼があると（ステップＳ１０１
肯定判断）、ＣＰＵ１０１は、当該着呼に係る発呼側の電話番号の情報を電話機３５から
受信する（ステップＳ１０３）。そして、サーバ３０は、受信した（読み込んだ）電話番
号の情報、すなわち、電話を掛けてきた相手の電話番号と一致する、記憶装置３６に格納
された配達先の情報があるか否かを判断する（ステップＳ１０５）。
【００５７】
　電話を掛けてきた相手の電話番号と一致する情報が記憶装置３６に格納されている場合
（ステップＳ１０５肯定判断）、サーバ３０は、当該配達先に関する情報を記憶装置３６
から読み込んで、図１３に示すような、再配達条件の入力画面（再配達条件入力画面）３
２１を表示モニタ３２に表示させる。再配達条件入力画面３２１には、たとえば、再配達
先に関する情報の各項目の入力欄３２１ａ～３２１ｈと、現在時刻表示３６３と、入力完
了ボタン３６４とが表示される。
【００５８】
　再配達先に関する情報の各項目の入力欄３２１ａ～３２２ｈとしては、たとえば、伝票
番号の入力欄３２１ａ、再配達先の氏名や名称の入力欄３２１ｂ、再配達先の住所の入力
欄３２１ｃ、再配達先の電話番号の入力欄３２１ｄ、再配達希望日の入力欄３２１ｅ、再
配達希望時間帯の入力欄３２１ｆ、荷物を配達する車両を特定する情報の入力欄３２１ｇ
、担当するドライバの氏名を入力する欄３２１ｈなどが表示される。サーバ３０は、記憶
装置３６から読み込んだ、荷物の配達先に関する情報に基づいて、伝票番号、再配達先の
氏名や名称、再配達先住所、再配達先電話番号（すなわち電話を掛けてきた相手の電話番
号）、担当車両の情報、担当ドライバの氏名を再配達先に関する情報を各入力欄にあらか
じめ表示させる。
【００５９】
　なお、再配達希望日の入力欄３２１ｅ、および再配達希望時間帯の入力欄３２１ｆに関
しては、サーバ３０のオペレータ（集荷センタの担当者など）が情報を入力するまで空欄
のままとするように構成しても良く、記憶装置３６から読み込んだ、荷物の配達先に関す
る情報に基づいて、元々の配達希望日および配達希望日時を表示して、オペレータが適宜
配達希望日および配達希望日時を変更できるようにしてもよい。また、記憶装置３６から
読み込んだ、荷物の配達先に関する情報に基づいて、再配達先の建物を周辺地図ともに再
配達条件入力画面３２１に表示するようにしてもよい。図１３では、再配達希望時間帯の
入力欄３２１ｆの内容を変更可能な状態となっていることを示すように、再配達希望時間
帯の入力欄３２１ｆが強調されて表示されている状態を示している。
【００６０】
　オペレータは、電話を掛けてきた相手から再配達に必要な情報を聞き出して、入力装置
３１を操作して再配達に必要な情報を入力する。なお、入力完了ボタン３６４は、再配達
に必要な情報の入力後に入力内容を確定させるための表示ボタンである。オペレータがマ
ウスなどを操作してカーソルを入力完了ボタン３６４に合わせた後、キーボードのエンタ
ーキーを押圧操作するなどして入力内容を確定させると、（ステップＳ１２１肯定判断）
、サーバ３０は、入力された（すなわち変更された）内容が反映された荷物の配達先に関
する情報で、記憶装置３６に格納されている変更前の荷物の配達先に関する情報を上書き
（更新）する（ステップＳ１２３）。
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【００６１】
　そして、サーバ３０は、変更された荷物の配達先に関する情報について、再配達希望日
が当日、すなわち今日であるか否かを判断する（ステップＳ１２５）。再配達希望日が今
日であれば（ステップＳ１２５肯定判断）、サーバ３０は、変更後の荷物の配達先に関す
る情報から上述した再配達更新情報を生成し、生成した再配達更新情報を送受信機３３を
介して、該当する配達車両に対して送信する（ステップＳ１２７）。再配達更新情報の送
信後、サーバ３０は、再び電話機３５への着呼待ちの状態となる（ステップＳ１０１）。
【００６２】
　再配達希望日が今日（本日）でなければ（ステップＳ１２５否定判断）、本日に関して
は、当該配達先を経由地として設定する必要がないので、サーバ３０は、再配達更新情報
を生成したり再配達更新情報を送信することなく、再び電話機３５への着呼待ちの状態と
なる（ステップＳ１０１）。
【００６３】
　なお、電話を掛けてきた相手の電話番号と一致する情報が記憶装置３６に格納されてい
ない場合（ステップＳ１０５否定判断）、サーバ３０は、図１４に示す、処理内容の選択
画面（処理内容選択画面）３２２を表示モニタ３２に表示させる。処理内容選択画面３２
２には、たとえば、再配達設定ボタン３２２ｂと、集荷先設定ボタン３２２ｃと、戻るボ
タン３２２ｄとが表示される。現在時刻表示３６３を表示するように構成してもよい。
【００６４】
　再配達設定ボタン３２２ｂは、掛かってきた電話が、荷物の再配達の依頼の電話であっ
た場合に再配達の設定処理に移行させるための表示ボタンである。集荷先設定ボタン３２
２ｃは、掛かってきた電話が、集荷の依頼の電話であった場合に集荷先の設定処理に移行
させるための表示ボタンである。戻るボタン３２２ｄは、掛かってきた電話が荷物の再配
達や集荷に関する電話でなかった場合に、再び電話機３５への着呼待ちの状態に移行させ
るための表示ボタンである。
【００６５】
　掛かってきた電話が、荷物の再配達の依頼の電話であって、オペレータがマウスなどを
操作してカーソルを再配達設定ボタン３２２ｂに合わせた後、キーボードのエンターキー
の押圧操作などをすると（ステップＳ１１１肯定判断）、サーバ３０は、図１５に示すよ
うに、記憶装置３６に格納された配達先に関する情報を読み込んで、再配達先の候補の一
覧（再配達先候補一覧）３２３として表示モニタ３２に表示させる（ステップＳ１１３）
。なお、図１５では、配達先に関する情報のうち、配達先の氏名や名称、住所、電話番号
に関して表示するように記載されているが、図１５の記載は説明のための例示である。し
たがって、その他の配達先に関する情報（たとえば、伝票番号や配達希望日時に関する情
報など）の表示を排除するものではなく、図１５に記載した全て種類の情報の表示を必須
とするものでもない。
【００６６】
　また、サーバ３０は、再配達条件の入力画面（再配達条件入力画面）３２４を表示モニ
タ３２に表示させる（ステップＳ１１３）。再配達条件入力画面３２４には、たとえば、
再配達先に関する情報の各項目の入力欄３２４ａ～３２４ｈと、現在時刻表示３６３と、
入力完了ボタン３６４とが表示される。
【００６７】
　各入力欄３２４ａ～３２４ｈとしては、たとえば、伝票番号の入力欄３２４ａ、再配達
先の氏名や名称の入力欄３２４ｂ、再配達先の住所の入力欄３２１ｃ、再配達先の電話番
号の入力欄３２１ｄ、再配達希望日の入力欄３２４ｅ、再配達希望時間帯の入力欄３２４
ｆ、荷物を配達する車両を特定する情報の入力欄３２４ｇ、担当するドライバの氏名を入
力する欄３２４ｈなどが表示される。なお、再配達条件入力画面３２４の表示開始当初は
、各入力欄３２４ａ～３２４ｈは空欄である。
【００６８】
　電話の内容を確認したオペレータによって、再配達先候補一覧３２３に一覧表示された
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配達先の中から、任意の配達先が選択されると（ステップＳ１１５肯定判断）、サーバ３
０は、選択された配達先に関する情報を記憶装置３６から読み込んで、再配達条件入力画
面３２４の各入力欄３２４ａ～３２４ｈに読み込んだ情報を反映させて表示させる（ステ
ップＳ１１７）。図１５では、再配達希望時間帯の入力欄３２４ｆの内容を変更可能な状
態となっていることを示すように、再配達希望時間帯の入力欄３２４ｆが強調されて表示
されている状態を示している。
【００６９】
　オペレータは、電話を掛けてきた相手から再配達に必要な情報を聞き出して、入力装置
３１を操作して再配達に必要な情報を入力する。オペレータがマウスなどを操作してカー
ソルを入力完了ボタン３６４に合わせた後、キーボードのエンターキーを押圧操作するな
どして入力内容を確定させると、（ステップＳ１２１肯定判断）、サーバ３０は、入力さ
れた（すなわち変更された）内容が反映された荷物の配達先に関する情報で、記憶装置３
６に格納されている変更前の荷物の配達先に関する情報を上書き（更新）する（ステップ
Ｓ１２３）。以降の処理は、上述した処理と同じであるので（ステップＳ１２５，Ｓ１２
７）説明を省略する。
【００７０】
　掛かってきた電話が、集荷の依頼の電話であって、オペレータがマウスなどを操作して
カーソルを図１４に示した集荷先設定ボタン３２２ｃに合わせた後、キーボードのエンタ
ーキーの押圧操作などをすると（ステップＳ１１１否定判断、ステップＳ１３１肯定判断
）、サーバ３０は、図１６に示すように、集荷条件を入力する画面（集荷条件入力画面）
３２５を表示モニタ３２に表示させる（ステップＳ１３５）。集荷条件入力画面３２５に
は、たとえば、集荷先に関する情報の各項目の入力欄３２５ｂ～３２５ｈと、現在時刻表
示３６３と、入力完了ボタン３６４とが表示される。
【００７１】
　集荷条件入力画面３２５では、たとえば、集荷先の氏名や名称の入力欄３２５ｂ、集荷
先の住所の入力欄３２５ｃ、集荷先の電話番号の入力欄３２５ｄ、集荷希望日の入力欄３
２５ｅ、集荷希望時間帯の入力欄３２５ｆ、集荷する車両を特定する情報の入力欄３２５
ｇ、担当するドライバの氏名を入力する欄３２５ｈなどが表示される。図１６では、集荷
希望時間帯の入力欄３２５ｆの内容を変更可能な状態となっていることを示すように、集
荷希望時間帯の入力欄３２５ｆが強調されて表示されている状態を示している。
【００７２】
　オペレータは、電話を掛けてきた相手から集荷に必要な情報を聞き出して、入力装置３
１を操作して再配達に必要な情報を入力する。集荷に必要な情報の入力後に、オペレータ
がマウスなどを操作してカーソルを入力完了ボタン３６４に合わせた後、キーボードのエ
ンターキーを押圧操作するなどして入力内容を確定させると、（ステップＳ１３７肯定判
断）、サーバ３０は、入力された内容を記憶装置３６に格納する（ステップＳ１３９）。
【００７３】
　そして、サーバ３０は、格納した集荷先に関する情報について、集荷希望日が当日、す
なわち今日であるか否かを判断する（ステップＳ１４１）。集荷希望日が今日であれば（
ステップＳ１４１肯定判断）、サーバ３０は、格納した集荷先に関する情報から上述した
集荷依頼情報を生成し、生成した集荷依頼情報を送受信機３３を介して、該当する配達車
両に対して送信する（ステップＳ１４３）。集荷依頼情報の送信後、サーバ３０は、再び
電話機３５への着呼待ちの状態となる（ステップＳ１０１）。
【００７４】
　集荷希望日が今日（本日）でなければ（ステップＳ１４１否定判断）、本日に関しては
、当該集荷先を経由地として設定する必要がないので、サーバ３０は、集荷依頼情報を生
成したり集荷依頼情報を送信することなく、再び電話機３５への着呼待ちの状態となる（
ステップＳ１０１）。
【００７５】
　掛かってきた電話が荷物の再配達や集荷に関する電話ではなく、オペレータがマウスな
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どを操作してカーソルを戻るボタン３２２ｄに合わせた後、キーボードのエンターキーの
押圧操作などをすると（ステップＳ１１１否定判断、ステップＳ１３１否定判断）、サー
バ３０は、再び電話機３５への着呼待ちの状態となる（ステップＳ１０１）。
【００７６】
　上述したカーナビゲーション装置１では、次の作用効果を奏する。
（１）　車両が経由地である配達先に到達しても、表示モニタ１４に表示される不在ボタ
ン１６２が押圧されると、当該配達先に関する情報をメモリ１０２から削除せずに保持す
るように構成した。そして、メモリ１０２に格納されている当該配達先に関する情報を適
宜呼び出して、当該配達先を再び経由地として設定して、推奨経路を再演算するように構
成した。これにより、ドライバの操作を簡略化して、当該配達先を再び経由地として容易
に推奨経路を再演算できるので、カーナビゲーション装置１の操作性が向上する。また、
ドライバの勘と経験に頼らずに効率的に配達できる経路を推奨経路として提示できるので
、配達効率を向上できる。
【００７７】
（２）　表示モニタ１４に表示される不在ボタン１６２が押圧されることで、配達先に到
着した場合であっても、配達先に関する情報をメモリ１０２から削除せずに保持するよう
に構成した。そして、カーナビゲーション装置１に接続された携帯電話機２４に着呼があ
ると、当該着呼に係る発呼側の電話番号と電話番号が一致する、メモリ１０２に格納され
ている当該配達先に関する情報を呼び出して、図６に示すような再配達条件入力画面１４
３を表示モニタ１４に表示させるように構成した。再配達条件が入力されると、当該配達
先を再び経由地として設定して、推奨経路を再演算するように構成した。これにより、当
該配達先を再び経由地として設定する際の操作を簡略化でき、配達の途中で再配達の連絡
を受けても、配達効率の低下を抑制できる。
【００７８】
（３）　図８に示すように、再配達先候補一覧１４５を表示モニタ１４に表示させ、再配
達先候補一覧１４５に一覧表示された配達先の中から、任意の配達先が選択されると、図
６に示す再配達条件入力画面１４３を表示モニタ１４に表示させ、選択された配達先に関
する情報をメモリ１０２から読み込んで、再配達条件入力画面１４３に反映させて表示す
るように構成した。これにより、再配達を希望する顧客が、メモリ１０２に格納された配
達先に関する情報の電話番号は異なる電話番号が付された電話機から電話を掛けた場合で
あっても、当該配達先を再び経由地として設定する際の操作を簡略化できる。
【００７９】
（４）　送受信機２０を介して集荷センタのサーバ３０から再配達更新情報を受信すると
、当該再配達更新情報に係る配達先を経由地の１つとして追加した上で推奨経路を再度演
算するように構成した。これにより、再配達を希望する顧客が集荷センタに再配達の依頼
をした場合でも、容易に推奨経路を再演算できるので、利便性が高い。
【００８０】
（５）　再配達希望日が変更されると、当該配達先についての荷物の配達先に関する情報
をメモリ１０２から削除するように構成した。これにより、たとえば、図８に示す再配達
先候補一覧１４５の表示に際して、再配達先として設定する必要のない配達先が表示され
ることを防止でき、再配達先候補一覧１４５として必要な情報のみを表示できる。したが
って、表示された再配達先候補一覧１４５から再配達先を選択する際のドライバの操作の
負担を軽減できる。
【００８１】
－－－変形例－－－
（１）　上述の説明では、到着した経由地が集荷先である場合（図２ステップＳ１３否定
判断）、ＣＰＵ１０１が図４に示す集荷先到着時表示画面１４２を表示モニタ１４に表示
させる（ステップＳ１４）ように構成したが、本発明はこれに限定されない。たとえば、
到着した経由地が集荷先である場合（ステップＳ１３否定判断）、図３に示した配達先到
着時表示画面１４１の配達完了ボタン１６１や不在ボタン１６２と同様に、集荷が完了し



(17) JP 2010-38618 A 2010.2.18

10

20

30

40

50

たか、集荷先が不在であったかを入力される表示ボタン（集荷完了ボタン、不在ボタン）
を表示モニタ１４に表示させるように構成してもよい。そして、この集荷完了ボタンが押
圧されると、現在表示モニタ１４に表示している集荷先到着時表示画面１４２に係る集荷
先に関する情報をメモリ１０２から削除し、不在ボタンが押圧されると、現在表示モニタ
１４に表示している集荷先到着時表示画面１４２に係る集荷先に関する情報をメモリ１０
２から削除せずに保持するように構成してもよい。そして、上述した、再配達先を再び経
由地として設定して推奨経路を演算させる場合と同様に、メモリ１０２に保持された集荷
先の情報に基づいて、当該集荷先を再び経由地として設定して推奨経路を演算させるよう
に構成してもよい。
【００８２】
（２）　上述の説明では、荷物の再配達の依頼や、集荷依頼の電話を集荷センタ側で受け
た場合には、サーバ３０側から再配達更新情報や集荷依頼情報をカーナビゲーション装置
１側に送信して、カーナビゲーション装置１側で推奨経路の再演算を行うように構成して
いるが、本発明はこれに限定されない。たとえば、集荷依頼の電話を集荷センタ側で受け
た場合には、送受信機３３を介してカーナビゲーション装置１から配達車両の現在位置の
情報、すでに配達をし終えた配達先や未配達である配達先の情報などを受信し、サーバ３
０側で推奨経路を演算するように構成してもよい。そして、算出された推奨経路の情報を
送受信機３３を介してカーナビゲーション装置１に送信するように構成してもよい。この
場合には、たとえば、カーナビゲーション装置１では、送受信機２０を介してサーバ３０
から推奨経路の情報を受信すると、再配達先や集荷先が追加された旨を一定時間表示した
後、それまで経路誘導に用いていた推奨経路の情報に代えて、受信した推奨経路の情報に
基づいて経路誘導を開始するように構成してもよい。このようにサーバ３０やカーナビゲ
ーション装置１を構成することによっても、上述した作用効果と同様の作用効果を奏する
。
【００８３】
　なお、たとえば、集荷依頼の電話をカーナビゲーション装置１側で受けた場合には、上
述した再配達更新情報と同様の情報と、配達車両の現在位置の情報を送受信機２０を介し
てサーバ３０に送信し、サーバ３０で推奨経路を再演算させるように構成してもよい。そ
して、算出された推奨経路の情報を送受信機３３を介してカーナビゲーション装置１に送
信するように構成してもよい。
【００８４】
（３）　上述の説明では、たとえば図３に示すように、配達先の建物１５３が他の建物１
５４と区別がつくような表示形態で表示モニタ１４に表示されるように構成したが、本発
明はこれに限定されない。たとえば、配達先の建物１５３を他の建物１５４と区別がつく
ような表示形態で表示するだけでなく、配達先の建物１５３の近傍に、当該配達先におけ
る配達希望時間帯も表示するように構成してもよい。
【００８５】
（４）　上述の説明では、カーナビゲーション装置１に接続された携帯電話機２４に着呼
があり、当該着呼に係る発呼側の電話番号がメモリ１０２に格納された配達先の情報に含
まれる電話番号と一致しなかったときに、ドライバによって再配達設定ボタン１４４ｂが
押圧されると、図８に示した再配達先候補一覧１４５が表示モニタ１４に表示されるよう
に構成したが、本発明はこれに限定されない。たとえば、カーナビゲーション装置１に接
続された携帯電話機２４に着呼がなくても、ドライバの簡単な操作によって、図８に示し
た再配達先候補一覧１４５が表示モニタ１４に表示されるように構成してもよい。そして
、表示された再配達先候補一覧１４５に基づいて、上述したように経由地を追加して推奨
経路を再演算できるように構成してもよい。
【００８６】
（５）　上述の説明では、配達日が変更されると、メモリ１０２に格納された配達先の情
報のうち、当該配達日変更に係る情報を削除するように構成しているが、この当該配達日
変更に係る情報を削除する処理は必須ではない。
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【００８７】
（６）　上述の説明では、宅配業者が荷物の配達に使用する車両に搭載するカーナビゲー
ション装置について説明したが、本発明はこれに限定されない。上述したような業務用途
に限らず、たとえば、複数の友人の送り迎えを行う際に、友人の自宅や友人との待ち合わ
せ場所を経由地として設定するような使用状況であっても、本発明を適用できる。すなわ
ち、本発明は、業務用途のナビゲーション装置に限らず、個人が使用するカーナビゲーシ
ョン装置にも適用可能である。
【００８８】
（７）　上述の説明では、荷物の配達先に到着後、到着した配達先や荷物に関する情報の
画面表示１４１ｂ（図３）の不在ボタン１６２が押圧操作されると、当該配達先に関する
情報をメモリ１０２から削除せずに保持するように構成しているが、本発明はこれに限定
されない。たとえば、荷物の配達先に到着後であっても、荷物の配達ができたか否かに関
わらず当該配達先（既到着経由地）に関する情報をメモリ１０２から削除せずに保持する
ように構成してもよい。すなわち、荷物の配達先に到着後に図３の画面表示１４１ｂを表
示することなく、既到着経由地に関する情報をメモリ１０２から削除せずに保持するよう
に構成してもよい。
【００８９】
（８）　上述の説明では、カーナビゲーション装置１に接続された携帯電話機２４に着呼
があり、当該着呼に係る発呼側の電話番号がメモリ１０２に格納された配達先の情報に含
まれる電話番号と一致すると、図６に示す再配達条件入力画面１４３を表示モニタ１４に
表示するように構成しているが、本発明はこれに限定されない。たとえば、当該着呼に係
る発呼側の電話番号がメモリ１０２に格納された配達先の情報に含まれる電話番号と一致
すると、図６に示す再配達条件入力画面１４３の表示をすることなく、電話番号が一致す
る配達先を経由地の１つとして追加した上で、配達車両の現在位置を出発地とし、目的地
を集荷センタとして、推奨経路を再度演算して、算出された推奨経路に基づいて経路誘導
を再開するように構成してもよい。
【００９０】
（９）　上述の説明では、車載用途のカーナビゲーション装置について説明したが、本発
明によるカーナビゲーション装置は、車載用途に限らず、自動二輪車や自転車へ搭載する
ナビゲーション装置や、歩行者用のナビゲーション装置などにも適用できる。
（１０）　上述した各実施の形態および変形例は、それぞれ組み合わせてもよい。
【００９１】
　なお、本発明は、上述した実施の形態のものに何ら限定されず、出発地から経由地を経
由して目的地に至る推奨経路に沿って、経路誘導を行うナビゲーション装置において、経
由地への到達後に、当該経由地に再び戻ってくる必要があるか否かを入力する再経由要否
入力手段と、再び戻ってくる必要があると再経由要否入力手段で入力された経由地（要再
経由経由地）についての情報を記憶する経由地情報記憶手段と、経由地情報記憶手段で記
憶された要再経由経由地についての情報を呼び出して、情報を呼び出した要再経由経由地
を再度経由地として設定して推奨経路を再度演算する推奨経路再演算手段とを備える各種
のナビゲーション装置を含むものである。
【００９２】
　また、本発明は、上述した実施の形態のものに何ら限定されず、出発地から経由地を経
由して目的地に至る推奨経路を算出して、算出した推奨経路の情報をナビゲーション端末
装置に送信するサーバにおいて、すでに到達した経由地に再び戻る必要がある旨の情報を
ナビゲーション端末装置から受信すると、受信した情報に係る経由地（要再経由経由地）
についての情報を記憶する経由地情報記憶手段と、経由地情報記憶手段で記憶された要再
経由経由地についての情報を呼び出して、情報を呼び出した要再経由経由地を再度経由地
として設定して推奨経路を再度演算する推奨経路再演算手段とを備える各種のサーバを含
むものである。
【００９３】
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　また、本発明は、上述した実施の形態のものに何ら限定されず、出発地から経由地を経
由して目的地に至る推奨経路に沿って、経路誘導を行うナビゲーション装置において、経
由地への到達後に、当該経由地に関連づけられた電話番号を少なくとも含む当該経由地（
既到着経由地）についての情報を保持する保持手段と、外部の携帯電話通信網に接続可能
な携帯通信端末と、携帯通信端末に着呼があると、当該着呼に係る発呼側の電話番号を携
帯通信端末から読み込んで、読み込んだ電話番号に関連づけられた前記既到着経由地につ
いての情報を保持手段から呼び出して、情報を呼び出した既到着経由地を再度経由地とし
て設定して推奨経路を再度演算する推奨経路再演算手段とを備える各種のナビゲーション
装置を含むものである。
【００９４】
　また、本発明は、上述した実施の形態のものに何ら限定されず、出発地から経由地を経
由して目的地に至る推奨経路に沿って、経路誘導を行うナビゲーション装置において、経
由地への到達後に、当該経由地に関連づけられた電話番号を少なくとも含む当該経由地（
既到着経由地）についての情報を保持する保持手段と、外部の携帯電話通信網に接続可能
な携帯通信端末と、携帯通信端末に着呼があると、当該着呼に係る発呼側の電話番号を携
帯通信端末から読み込んで、読み込んだ電話番号に関連づけられた既到着経由地について
の情報を保持手段から呼び出して、情報を呼び出した既到着経由地を再度経由地として設
定するか否かを問い合わせる問い合わせ手段と、問い合わせ手段で再度経由地として設定
するか否かを問い合わせた既到着経由地を再度経由地として設定するか否かを入力する再
設定要否入力手段と、問い合わせ手段で再度経由地として設定するか否かを問い合わせた
既到着経由地を再度経由地として設定すると再設定要否入力手段で入力されると、当該既
到着経由地を再度経由地として設定して推奨経路を再度演算する推奨経路再演算手段とを
備える各種のナビゲーション装置を含むものである。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本実施の形態のカーナビゲーション装置の全体構成を示す図である。
【図２】経路誘導中の経由地再設定処理の動作を主に示したフローチャートである。
【図３】配達先到着時表示画面１４１を示す図である。
【図４】集荷先到着時表示画面１４２を示す図である。
【図５】図３のステップＳ４０の経由地再設定処理についてのサブルーチンの処理内容を
示すフローチャートである。
【図６】再配達条件入力画面１４３を示す図である。
【図７】処理内容選択画面１４４を示す図である。
【図８】再配達先候補一覧１４５を示す図である。
【図９】集荷条件入力画面１４６を示す図である。
【図１０】図３のステップＳ６０の経由地再設定処理についてのサブルーチンの処理内容
を示すフローチャートである。
【図１１】図３のステップＳ８０の経由地再設定処理についてのサブルーチンの処理内容
を示すフローチャートである。
【図１２】再配達更新情報や集荷依頼情報を送信する処理の動作を主に示したフローチャ
ートである。
【図１３】再配達条件入力画面３２１を示す図である。
【図１４】処理内容選択画面３２２を示す図である。
【図１５】再配達先候補一覧３２３と再配達条件入力画面３２４を示す図である。
【図１６】集荷条件入力画面３２５を示す図である。
【符号の説明】
【００９６】
１　カーナビゲーション装置　　　　　　　　１１　現在地検出装置
１４　表示モニタ　　　　　　　　　　　　　２０，３３　送受信機
２４　携帯電話機　　　　　　　　　　　　　３０　サーバ
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３５　電話機　　　　　　　　　　　　　　　３６　記憶装置
１００　制御装置　　　　　　　　　　　　　１０１　ＣＰＵ
１０２　メモリ　　　　　　　　　　　　　　１０９　地図記憶装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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